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第４回 深谷市水道事業運営審議会 会議録 

１ 開催日時及び場所 

  平成２８年５月２７日（金） 午後１時３０分～午後４時００分  

深谷市水道庁舎第一会議室 

 

２ 出席者 

  審議会委員：岩崎会長、小林副会長、斉藤委員、引間委員、武政委員、高田委員、

石塚委員、大渡委員、今井委員、大野委員、田中委員、村尾委員、山

崎委員（１５名中１３名出席） 

 

  事 務 局：中野環境水道部長、田村環境水道部次長兼水道工務課長、韮塚企業経

営課長、神田水道工務課課長補佐、青木企業経営課課長補佐、金澤施

設係長、橋本企業経営係長、高橋料金係長、山本主査、関根主任、菅

沼主事（１１名） 

 

３ 審議会次第 

１ 開   会 

 

  ２ 議   事 

（１） 収支計画の確認について 

（２） 水道料金改定（案）について 

（３） その他 

 

  ８ 閉   会 

 

４ 会議録の確定 

 

   委員の署名 

髙田 敬子 石塚 孝子 

    確定日時 ： 平成２８年６月２８日 



－2－ 

○議事録 

発言者 内容 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

 

１．開会  

 

ただ今から「第４回 深谷市水道事業運営審議会」を開催させていただきます。

本日、司会進行をさせていただきます「企業経営課 青木」と申します。よろし

くお願いいたします。本日の審議会ですが、梅澤委員と村岡委員が都合により欠

席となっております。大渡委員につきましては多少遅れると連絡がございまして、

先に進めてほしいとご報告ありましたので開催させていただきたいと思います。

よろしくお願いいたします。 

まず、審議にあたりまして審議会会議録の署名人について取り決めさせていた

だきます。以前配布させていただきました審議会委員名簿の順に、２名ずつ署名

をしていくという形になっておりますので、今回の審議会会議録の署名人は、高

田委員と石塚委員にお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。次回

開催時に署名の方をお願いいたします。 

 

それでは、「次第２ 議事」に入りたいと思います。はじめに、配布資料の確認

をお願い致します。 

【 配布資料確認 】 

 

以上でございます。不足がありましたら、事務局までお申し出ください。 

 

 それでは、岩崎会長、議長として進行をお願いいたします。 

 

みなさんこんにちは。委員の皆様にはお忙しい中、ご出席いただきましてあり

がとうございます。今日は第４回審議会ということでございます。審議の方を進

めさせていただきますのでよろしくお願いいたします。それでは着座にて進行さ

せていただきます。よろしくお願いいたします。 

それでは次第に沿いまして進行させていただきますが、審議にあたりましては、

皆様に忌憚のないご意見をいただき実りあるものになりますようご協力をお願い

いたします。 
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事務局 

 

 

議長 

 

 

 

Ｊ委員 

 

 

 

事務局 

 

Ｊ委員 

 

 

事務局 

 

議長 

 

Ｎ委員 

 

 

事務局 

 

 

 

 

はじめに、「議題１ 収支計画の確認について」でございますが、前回の審議会

の内容を振り返り、料金改定を含めた収支計画案について事務局から指示がござ

いますので説明をお願いいたします。 

 

【 前回の収支計画について説明 】 

 

 

 ありがとうございました。前回の収支計画の確認及び料金改定を含めた収支計

画案についてご説明いただきましたが、委員の皆さま何か質問、聞きたいことが

ございましたらよろしくお願いいたします。 

 

 前回、途中退席したものでよく説明を聞いていないのですが、この改定案でい

きますと平成２９年度に１５％上げて、さらに平成３４年度に１０％上げるとい

うことは、合計で２５％料金が上がるという考えですか。 

 

はい。平成３４年度で２５％ですね。 

 

とりあえず平成２９年度から１５％上げて、平成３４年度にまた１０％上乗せ

して、トータルで平成２９年度から２５％ということですね。 

 

そうですね。 

 

よろしいでしょうか。他にどなたかございますか。 

 

 内部留保残高はいくら位金額があればいいのかという一つの目安を教えていた

だければと思います。 

 

 内部留保残高ですけれども、大きな事業をするときは１５億～２０億程度の内

部留保資金がないと厳しいということになってくると思います。基本的に、毎月

毎月入ってきます料金収入があるんですけれども、こちらの料金収入につきまし

ては、日ごろの浄水場や配水場の管理をしている業務委託ですとか、動力費、そ

れから埼玉県に支払う受水費、そういったものを支払うとほぼツーペイのような
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議長 

 

 

 

Ｏ委員 

 

 

 

 

関係になっております。従いまして、料金収入で日頃の運営費用のほうが賄われ

ているということで、内部留保資金で工事を実施していくということになります。

現在、深谷市の方で工事関係の入札をして契約をしたときに、前金払いという形

で工事費の４０％、現在は前金払いの限度額として１億５，０００万円、契約金

額の４０％ですけれども、その限度額としては 1 億５，０００万円ということで

す、その金額をまず、業者さんにお支払する。そのあとに中間払いというものが

ございまして、今年度から始まるのですが、工事期間が６０日を超える場合は、

さらに２０％を工事の途中で業者さんに支払いをしなさいということで、契約金

額の６割くらいを中間のところまでで支払いをさせていただくということになり

ます。その時は内部留保残高という、持っている現金の方で支払をしていきます。

最終的に工事が終わって残りの４割を支払いさせていただきます。この工事の完

了とその支払いが終わらないと、収支計画の下の表に資本的収入というのがござ

いますが、この１番の企業債、２番目の他会計負担金、３番目の国の補助金、こ

ういったものは工事が完了し、支払が終わった後でないと実際に収入として入っ

てこないものになります。４月から３月までが一会計年度でありますが、工事の

発注につきましては、４月に設計をはじめて、６月ぐらいから発注を始めます。

そうすると、６月に一度前金を払います、そのあと９月、１０月くらいにもう一

度中間の支払いをします。そして３月に残りの全額を支払います。それまでの間、

工事費用に関する収入は一切ありません。従いまして、その間は料金収入と運営

している支払いがツーペイになっておりますので、こちらの残高がないと厳しい

ものになります。３月の末になりまして企業債の借入と国庫補助金、他会計負担

金が初めて入ってきて、内部留保残高の方に戻るという仕組みになっております。 

  

よろしいでしょうか。他にどなたかございますか。 

これから料金改定になりますので、わからないことがございましたらお願いい

たします。 

 

平成２９年度に１５％、そのあと平成３４年度に１０％ということなんですけ

れど、１５％というのは今の金額から１５％ですよね。そのあとの１０％という

のは、１５％上がった金額から１０％上がるということですよね、ということは、

今の金額から２５％よりもっと上がるということですよね。 
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事務局 

 

 

 

 

  

 

 

 

Ｏ委員 

 

 

事務局 

 

議長 

     

Ｂ委員 

 

議長 

 

事務局 

 

 

Ｂ委員 

 

事務局 

 

 

 

 

 

     

そうですね、おっしゃる通りになります。１５％上がったところに対しての１

０％になりますので、２６、７％くらいになるかと思います。ただ、必ず平成３

４年度に１０％ということではなく、その間も支出の部分の見直しや、歳出の削

減を図らせていただいて、なるべく料金の値上げにならないような形を取らせて

いただければと考えておりますので、必ず５年後という訳ではなく、これは、す

いませんが、計画上どうしても最終的に赤字を出す計画はこちらでは立てられな

いものですから、途中で値上げという形を取らせていただいて最終的に黒字とい

う形を取らせていただいております。 

  

 これはギリギリの数字ということですよね。これ以下だと、赤字になってしま

う数字ということですよね。 

 

はい。 

 

よろしいですか。他にどなたかございますか。 

 

水道料金は去年の４月あたりにも上がっていませんでしたか。 

 

事務局お願いします。 

 

昨年の１０月に上がったのは下水道料金となります。下水道と農業集落排水の

２つを１０月から値上げさせていただきました。 

 

水道は何年も上がっていないのですか。上がったような気がしますが。 

 

平成２１年に合併後統一料金にさせていただきまして、その時に一度旧深谷エ

リアが上がっております。旧３町エリアは下がっております。その後平成２６年

４月に消費税の関係が８％ということで、すべてその分上げさせていただいてお

ります。平成２７年の１０月は下水道となっております。一緒に下水道と水道の

料金を請求させていただいておりますので、下水が値上がりしたという形になっ

ております。 
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Ｊ委員 

 

 

事務局 

 

 

Ｊ委員 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

Ｊ委員 

 

 

事務局 

 

 

議長 

 

Ｎ委員 

     

 

事務局 

 

 

 

収益的支出のところで、県水を４億円毎年買っていますよね。これは基本的に

深谷市はこれくらい買いなさいという県からの要請があるのでしょうか。 

 

全体の３割くらいが今は県水でして、それを数値化するとこれくらいになりま

す。 

 

深谷市内にある井戸からくみ上げる量では足りないということですか。たぶん

足りると思うのですが、いずれにしろ県水を全体の何％各市町村買ってください

という、そういうことでしょうか。 

 

県水は、県全体でまず計画をしてダムの取水の利用権を買っていますし、県の

方としては、実を言いますともっと県水を使ってくれと言われているのですが、

深谷市としては井戸水ばかりですと井戸が枯れてしまいますので、一番いいバラ

ンスが取れるところで、これ以上増やしたくはないというところではあるのです

が、県の方も設備投資しておりますのである程度は、市の方に買ってもらいたい

という要請は来ています。ただ、これ以上深谷市としては増やせないかなと。 

 

そうですよね。支出が多くなりますからね。なるべくそれ以上増やさないで賄

える範囲でやっていただければ。 

 

協定があるかと言われれば、それはないんですけれども。暗黙の了解というか、

そういうものはあります。 

 

他に何かございますか。 

 

収益的収入の長期前受金戻入が２億７，０００万円くらいありますよね。これ

はどういうものなのか詳しく教えてください。 

 

平成２６年度から会計制度が変わりまして、今まで国庫補助金ですとか、負担

金という形で水道事業のお金ではないもので作った部分に関しては減価償却をし

なくて良い、みなし償却という呼び方をしていたのですが、減価償却をしており

ませんでした。ただ、平成２６年の会計制度の改正からすべてのものに関して減
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Ｎ委員 

 

事務局 

 

Ｎ委員 

 

事務局 

 

 

 

 

 

Ｎ委員 

 

事務局 

 

Ｎ委員 

 

 

 

価償却をしなさいということで、収益的支出の減価償却費にすべて計上しており

ます。ただ、過去、国庫補助金で整備した部分については自分のところ以外のお

金で造っておりますので、その部分をすべて減価償却費として計上してしまうと、

料金の方にすべて跳ね返ってくる形になりますので、その分、長期前受金という

形で収入をさせることで相殺させる方法を取っております。これは全国統一ルー

ルになっておりまして、その関係で過去に作った国庫補助金ですとか、負担金、

受贈財産という形でいただいたもの、そういったものの減価償却分を長期前受金

戻入という形で収入させてもらいまして、減価償却費と相殺をさせて、過去、平

成２６年度以前の減価償却費分、水道事業の費用で造った施設、構築物の減価償

却費分で収益的支出の方を出させるというような形を取っておりますので、そう

いった形で新たに長期前受金戻入が出てきているということになっております。 

 

これは何年くらいで戻し入れできるのでしょうか。 

 

こちらにつきましては、同じ償却期間のルールです。 

 

５０年ですか。１年で２億円って結構すごい額ですね。 

 

そうですね。以前は補助金等あったのですが、ここ近年はあまりないのですが、

それ以外にも受贈財産ですとか、原因が水道事業で造るべきではないところもあ

りますので、原因者負担という形で造ってもらっていますので、そういったとこ

ろの負担金などもすべてこちらに計上されていますので、全部トータルするとこ

れくらいの金額になります。 

 

 じゃあ、お金はないということですね。 

 

 はい、お金はないです。 

 

 減価償却費は見合いだっておっしゃるけど、減価償却費の倍以上戻し入れの方

か多いので、減価償却費はお金を出さない費用ですけど、逆にお金が乗らない売

り上げの方が多いということですよね。キャッシュはショートしないんですか。

このままいっても。そこは内部留保があってということですか。 
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事務局 

 

 

 

事務局 

 

Ｎ委員 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

議長 

 

Ｃ委員 

 

 

事務局 

 

 

 

Ｃ委員 

 

議長 

 

Ｈ委員 

 

 

 はい。ここは長期前受金戻入が２億７，０００万円あって、平成２７年度の減

価償却費１１億円と相殺させますので、実際の減価償却の額は９億円弱という形

です。 

 

 内部留保にいくのはそれだけしかないということです。 

 

 わかりました。はい。結構金額が大きいんですね。平成２６年度以前に補助金

とかで造ったものっていうことですよね、これが全部前受として耐用年数分、２

６年度から向こう何十年もかけて戻し入れていくということですよね。過去に投

資をしたもの、減価償却費をあげていないので、その平成２６年からは減価償却

費をそこからスタートして、残り使える年数で、例えば２０年くらいで見積もっ

たらそのあと減価償却していくと、そういうことですよね。その結果の数字とい

うことですね。 

 

はい。 

 

他にどなたかございますか。Ｃ委員さん何かありますか。 

 

 最初に説明をしていただいたところで、皿沼浄水場の改修について承認を得て

いるという発言があったのですが、どういうことでしょうか。 

 

 前回の審議会の中で、整備計画につきまして承認を求めさせていただきまして、

そちらの方で承認を頂いたということで、そのように説明させていただいたとこ

ろでございます。 

 

 後でもう一度議事録を見させてください。 

 

 他にどなたかございますか。 

 

 私は今、このような会に出させてもらって、水道はこんなにお金がかかるとい

うことがよくわかって、これから１５％値上がりしても致し方ないと思って支払
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事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

Ｉ委員 

 

 

事務局 

 

Ｉ委員 

 

Ｃ委員 

 

 

 

すると思いますが、一般の主婦の方は広報の文章でこういう理由で値上がりしま

すと書いても、詳しく読む人はいないと思うのですが、そういう人たちへの説明

はどうするのでしょうか。私だったら、この会に出ていなければびっくりしてし

まうと思うんですよ、こんなにって、払う時になって。そういう説明はどんな風

にしていくのでしょうか。 

 

今のところ考えているのは、「広報ふかや」、水道事業の方でも「水のみち」と

いう名前の冊子を年２回発行させていただいております。検針時にその冊子の方

を、Ａ３の１枚両面刷りですが、こちらを毎戸配布させていただいております。

そちらの方での周知ですとか、あとはホームページの方になってまいるのですが、

こちらの方でもいろいろ考えて、来月の１日から水道週間というのがございまし

て、アンケート等を実施する中で、こちらの方も触れさせていただきながら周知

の方をかけさせていただきたいと考えているのですがなかなか。前回の下水道料

金を上げたときも同じように毎戸配布等をさせていただいたのですが、電話は３

３０件くらいお叱りのお電話を頂いております。今後もＰＲのところは難しいの

ですが、いろいろとやっていきたいと思っております。また、逆にこんなのがあ

るというのがございましたら、お電話の方を頂ければと思います。よろしくお願

いします。 

 

 他に何かございますか。 

 

 来年度から１５％上げるという計画ですけれど、消費税の関係が今１０％を検

討しているということですが、現実には２５％ということになるわけですか。 

 

 ２％が消費税ですので、１７％くらいになるかと思います。 

 

 わかりました。それならいいです。 

 

 いろいろ説明の言葉が難しいということと、数字が大きいということで、わか

るようなわからないような感じなのですが、一般的な民間ベースですと、値上げ

するということに対しては企業努力をＰＲしていると思いますが、公共関係です

から、単に利益を得るという訳ではないですから、難しい部分もあるかと思いま
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事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｃ委員 

     

議長 

 

すけど、説明はごもっともで、老朽化しているというのもその通りですが、何か

企業努力をＰＲするところはあるのでしょうか。 

 

 今までも、民間に委託できるものは民間に委託しながら、まずは職員の人数を

減らさせていただく関係ですとか、企業債の借入につきましても、借り入れをす

るときは通常、最初の５年間は利息のみを償還して、そのあとに元金を返済して

いくという形を取っていますので、そこを最初の年から元金を返済させていただ

く、利息を少しでも減らす、そういった努力をさせていただきます。また、企業

債につきましては、国の方からどうしても借りなければいけないことになってお

りますので、ただ今回、平成２７年度につきましては、金利は３０年で０．５％

という形で借入をさせていただいております。低利なものになっておりますので、

利息につきましては収支計画の中の収益的支出に支払利息というものがあります

が、こちらに関しては平成２７年度に比べて、平成３７年度は借入額は増えてい

きますが利息額は下がっていくということになっております。企業債の残高とい

うのが、収支計画の下の表の一番下にあります。平成２７年度には１０４億円あ

りますが、平成３７年度には１２８億円になる見込みとなっております。こちら

は残高が増えれば当然利息も増えるという形になりますが、こういった手法で避

けさせていただいております。それ以外にも大きなものでは、今回の施設整備事

業の中で、皿沼浄水場の改修が終わりますと、本来は次に前川原浄水場を改修し

ないといけないのですが、こちらを皿沼浄水場に統廃合させていただいて、前川

原浄水場の改修をやめさせていただく、そういったことで、こちらの更新費用や

維持費がなくなるというものになっております。後期の整備計画の中で、本田配

水場も計画には入っておりますが、需要等を勘案しまして、実際に実施するかは

今のところ未定でございます。予定水量以内で終わるようであれば、こちらも執

行しないで済みます。そうしますと平成３５年度に本田配水場の方を予定してお

りますが、２億４，０００万円の事業費も実施しないで済むのではないかと考え

ておりますのでご理解の方をよろしくお願いいたします。 

 

 わかりました。 

 

 よろしいですか。ありがとうございました。他にございますか。 
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議長 

 

 改定を１５％と１０％でということはわかったのですけれども、改定のパーセ

ントとしてはこの１本でやるという考えで、資料がこれだけしかないということ

ですか。例えば１０％と１０％とか、１３％と１０％とか、普通いくつか例があ

りますよね。これだと、１５％と１０％でやってください、これではないとダメ

なんですよという風にも見えるし、もう少しパーセントを少なくして、一般の家

計の負担軽減を図り、尚且つ他会計補助金、たぶん一般会計からの補助金だと思

いますが、そういったところを増やしてもらうとか、そういう努力を考えてもら

ってもいいかな、と感じたのですが。 

 

 では、今の件について事務局お願いいたします。 

 

 事務局といたしましても、逆のパターンですとか、半々のパターンという形も

考えていました。先に平成２９年度に１０％にさせていただいて、平成３４年度

に１５％、また１２．５％と１２．５％というのも考えさせていただいたんです

が、その時に、結果的に収支計画の最終年度、平成３７年度ですね、こちらの方

の純利益は最終的な３７年度はプラスになりますが、その下の累積欠損金という

ところがなかなか黒字にならず、赤字のままというような計算になりましたので、

先に１５％にさせていただいて、最後平成３４年度で１０％にさせていただくこ

とで、こちらが黒字化いたしましたので、こちらの方を事務局として提案させて

いただいたということです。 

 

 基本的には全体で平成３７年度までに２５％を改定しないと、いろいろなとこ

ろで都合が悪いと、そういう考えですね。 

 

 はい。それとですね、先ほどおっしゃっておられました他会計の補助金の関係

ですが、公営企業法にも定められているように、自分たちの料金収入で、自分た

ちの事業を賄うというのが公営企業法の大前提になっておりますので。 

 

 はい、独立採算制でやるというのが基本ですからね。はい、わかりました。 

 

 事務局のほうでもパーセントは１５％と１０％、逆の１０％と１５％、２５％

ですから１２．５％とか、そういった計算もしていただいたんでしょうけど、最
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議長 

 

終的に平成３７年度にこのような黒字になるには、この方法がベターということ

で提示されたのだと思うのですが、そうですよね。 

 

 はい。 

 

 他にこれについてご質問があればどうぞ。 

 

 先ほど消費税が上がる話で、今調べてみたら、軽減税率の対象外なんですよね、

水道水って。ただの愚痴になってしまいますが、どうなんでしょうか。 

 

 なかなかこちらにも、テレビでの報道等でしか情報が入ってきていない状況で

す。正式に国の方から水道水は、消費税がかかりますという通知は来ていないで

す。我々も、報道の方で知ったような形になっています。 

 

 どうやらこれ（ふっか水）は飲料水で軽減税率の対象なんですよね、だけど水

道水は対象外、これはただの疑問ですが、よその国で軽減税率が導入されている

ところって、水道水はどういったくくりなんでしょうか。 

 

 新聞の報道などではやはり、使っているのがお風呂や洗濯の水が多いというこ

とで、食料品ではないということで。 

 

 すごい分け方ですよね。生活必需品には変わりないですよね。 

 

 本当は一番必要なものなので、５％くらいでもいいんじゃないかとは思うんで

すけど、今の政府の見解ではそういうことです。 

 

 よろしいですか。 

 

はい。ありがとうございます。 

 

今軽減税率の話も出ましたけれども、他にも何かございますか。 
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計画の数字の作り方の前提を教えていただきたいので、よろしくお願いします。

収益的収支の中の収益的支出の（１）経費、この前もお伺いして、人件費かなと

いうことでうやむやにしてしまったのですが、動力費、修繕費、委託料、受水費

足して普通だったら上の金額になるのかなと思うのですが、差額が１億１，３０

０万円くらいあるんですよね。ずっと同じ金額で。それがまず何なのかというこ

とですよね。 

 

 そちらの方はおっしゃる通り人件費が大きなものになります。 

 

 今、３年分見ましたが、同じ金額で差額がきているんですよね、全部。 

 

 はい、人件費とあとは通信運搬費。 

 

 諸経費ということですね。 

 

 すいません、水質検査の手数料になります。 

 

 ここは、まだ３年分しか見れていないんですけれど、平成２７、２８、２９年

がぴったり同じなんですよね、数字が。 

 

 水質検査につきましては、ほぼ毎年同じ金額で推移しております。平成２６年

度から水質検査の項目が増えまして、若干そこは上がっているのですが、大体年

間５，０００万円弱かかっております。 

 

 残りは人件費ですか。 

 

 はい、人件費になります。 

 

 それはずっと横にいってしまいますか。横にいくというのは平成３７年までで

すね。まだ３年しか見れていないので。 

 

 この時には入れさせていただいておるんですが、実際のところ前回くらいです
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かね、公営企業全体で考えているのですが、人数は現状から減らす方向で考えて

おります。 

 

 では、ここには反映されていないということですか。 

 

 ここにはちょっと反映はされていないです。 

 

 次に、収支計画の同じ場所で、（１）経費の合計と、（２）減価償却費の金額を

足すと、上の営業費用の金額になるかなと思ったのですが、入ってない数字があ

るということなので、約２億円くらいですね、これも同じ金額でずっと差が出て

いるのですが、今の人件費が１億１，０００万円あって、残り１億はないですけ

ど、８，０００万円くらいずっと同じ金額の差額が出てくるのですが。 

 

 では、今の内容の明細を確認していただくために、若干休憩を取りたいと思い

ます。１０分でよろしいですか。ではお願いします。 

 

【 １０分間 休憩 】 

 

 では、委員の皆さまに報告いたしますが、１０分経過しましたが、今事務局の

方で資料の作成をしておりますので、作成していただいて委員の皆さまに配布が

終わりましたら始めますので、少しお待ちください。 

 

【 事務局より追加資料の配布 】 

 

 よろしいですか、では先ほどの質問について事務局から説明をお願いいたしま

す。 

 

 それでは今お手元の方に２枚お配りさせていただきました、その内の左側に縦

に収益的支出とあるものをご覧下さい。今回資料の関係で収益的支出と資本支出

を一緒に表記させたいということで、項目を減らして１枚に合わさせていただい

たものです。今回収益的支出の中で、見えていなかった部分が、職員給与と経費

になってまいります。こちらの方で職員給与費のほうが主な、先ほどＮ委員がお



－15－ 

 

 

 

 

Ｎ委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

Ｂ委員 

っしゃっていた、合わない数字になってまいります。こちらが１億９，５７９万

７千円ということで、こちらが経費と減価償却費を足した額と営業費用が合わな

いものがこちらになっております。 

 

 はい、ありがとうございます。先ほどからお話しをしていて、企業ではないで

すけど努力を見せないと、値上げには賛成する人はそういないはずですよね。そ

の中で、人件費が横にいくという、もちろん、人件費を減らせということではな

いですけど、今までの表でこれは出てなかったですよね、意図的かどうかという

ことではないですけど。たしか、前回の話で職員を減らすという方向も考えてい

ますというと、そういうところは計画には示さないといけないと思うんですよね。 

それなので、この表を見てびっくりしている人もいると思うんですよね。私がび

っくりしたのは職員給与費が１億９，５００万円で、その他もずっと横ばいで引

っ張ってありますけど、９，０００万円って大きい数字なのでこれが何なのかお

聞きしたかったですけど、たぶん今までの表だとわからないところですよね。や

っぱり企業努力を示していただければ、これだけ頑張っているけどダメなんです、

だから値上げさせてくださいお願いします、ということであればですね、仕方な

いんだなと思いますけれど、はい１５％、はい１０％という値上げはそうそう。

下水道の時は、他の市町村よりも深谷が圧倒的に安かったんですよね。しかも深

谷の街の中で料金が違ったんですよね。たしか深谷の町がすごく安くて、岡部、

川本は今までの通りだったので高かったと、まずは統一しましょうという中で、

ちょっと上げて、それでも他の市町村よりも深谷は安いからそういうところで無

理なんですということで、審議会でも値上げせざるを得ないという話だったと思

うんですよね。それと同じ水道、上と下で違いますけど、ちょっと水道も努力を

見せていただきたいなと。その努力が見えるのはこの計画しかないと思いますの

で、内容を拝見したかったというところです。ありがとうございます。 

 

 はい、ありがとうございました。今話が出たんですが、要は企業努力、これが

大事なのではないかなというようなことですかね。また、市民、各世帯への説明

をやっていく中で、その辺が見えてこないと難しいのかなと思います。事務局に

もよろしくお願いしたいと思います。他にも何かございますか。 

 

 ２９年度に１５％、３４年度に１０％改定がありますけれども、最初から２５％
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上げるという案はないのでしょうか。なぜかというと、先ほどＮ委員さんが言っ

たように、深谷市は料金が安いということで、急にあげても他の近隣の市町村と

も合うのではないかと思いますし、以前市長が挨拶した時があったのですが、国

民健康保険が熊谷市は少しずつ上がっていて、２年、３年で上がっていくんです

けれども、本庄市はいっぺんに上げたんですって。そうしたら、苦情はきました

けれども、その後何年も上げなくてよかったと、そういう話を市長が皆さんの前

でお話ししたんですよ。ですから一気に上げれば深谷市も、何年か、１０年間く

らいはこの先上げなくてもよければ若い人たちにも、この先ですよね、今は私た

ちが支払っていますが、この先若い人たちにも負担がかからなくなるのではない

かと思いますけれど。そういったお考えはありますか。 

 

 最初、事務局といたしましても平成３７年度の時に黒字にならなければならな

いということで出した数字が２５％アップという金額なんですけれども、この時

に２５％一気に上げるということになりますと、旧深谷エリアにつきましては、

下水道料金の方がかなり上がっておりましたので、そういったことも勘案させて

いただくと、一気に上げるのではなく、分けてはどうかと。分けた中で、分けた

金額のほうでできるだけ延ばせればということで、事務局の方で考えさせていた

だいたところでございます。その時は２５％一気にというのは考えておりません

でした。 

 

 苦情だとか、反対の電話というのは、少し上げても多く上げても、来る量とい

うのは多少は違うかもしれないですけど、来るのはあるのはあると思うんですよ

ね。それでしたら一気に上げた方が、その後の経営が楽でしたら、その方がいい

のではないかと思いますけど。 

 

 我々が今回提案させていただいた、１５％、１０％というのが全体的な総論の

部分の収支計画ということであげさせていただいております。本日この後、実際

の料金の方に関しまして案の方を見ていただくいという形になりまして、これは

総論なんですけれども、そちらは各論という形になってまいりますので、そちら

の方と一緒にご検討していただける方がよろしいかなと考えております。 

 

 ありがとうございました。そうしますと、他にご意見ございますか。委員の皆
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さまにはたくさんのご意見を頂きありがとうございました。 

 それではですね、料金改定を含めた、水道事業の収支計画案については概ねご

了承ということでよろしいでしょうか。皆さんにお伺いいたしますけど。ご了承

という形で進みまして、水道事業全体における料金改定が必要という要請を確認

していただきまして、これを踏まえましてこの後事務局から個別の改定案を説明

ということですので、そちらに入ってもよろしいでしょうか。 

 

 すいません。今この計画を我々が承認したという訳ではないんですよね。料金

を上げないといけないという話を進めるということですよね。 

 

 はい。概ね合意ではないですけど、そういうことです。 

 

 収支計画について承認を頂いたという形ではなくて、次の料金方と合わせて後

でまたご了解の方を頂ければと思います。 

 

 とりあえずこの場は了承という形ですね。 

 それでは「議題２ 水道料金改定（案）について」事務局から説明をお願いし

ます。 

 

【 水道料金改定（案）について説明 】 

 

 

 ありがとうございました。只今の料金改定案について内容説明がございました。

これに対しまして委員の皆さまのご質問、聞きたいことがありましたらお願いい

たします。それに合わせて、事務局から改定の３案を進めていきたいという話で

したので、それを踏まえて何か質問、聞きたいことがございましたらお願いいた

します。 

 

 本庄市はこの価格でやっていけるのでしょうか。他の市町村なので何とも言え

ないでしょうが、明らかに低いので、これがイレギュラーなのか、他とは違う努

力をしているのか、わかる範囲で教えていただければと思います。 
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 本庄市の決算状況を拝見させていただいたところ、本庄市は建設改良費という

工事関係の投資が平成２５年度、平成２６年度、約４億４，０００万から４億５，

０００万の間で工事を実施されているという状況になっております。こちらに関

して、他の市町村と大きく違うところは企業債を借りないで実施しているという

ところでございます。企業債につきましては平成２５年度、２６年度は０円とい

う形で４億５，０００万円くらいの事業を実施しているというのが現状です。た

だ、更新の方があまり大きくないと捉えられる部分があるのですが、大きく更新

されていない関係で減価償却費に関してはさほど大きくない数字となっていたと

思います。平成２６年度の決算を見ますと、企業会計の会計制度が変わりました

ので、みなし償却という話をさせていただきましたが、ここに補助金の部分も入

ってくるのですが、金額が５億４，０００万円という金額になっております。そ

こに長期前受金戻入が約１億３，０００万円ほどですので、留保としては４億円

ちょっとですね。ですので、ほぼその金額で工事は実施されているのかなという

ところです。また、配管の延長ですけれど、平成２６年度末で５１７㎞です。深

谷市の場合ですと、１，１００㎞となります。ですので、配管の状況などもかな

り違っております。そういったことからすると、本庄市は投資自体がそれ程大き

くないという状況から、料金は上げなくても済んできているということのようで

す。実際に担当者にも問い合わせをして確認しましたが、合併をして児玉地域が

入ってきており、児玉地域は山になっているので、そこを今後更新していくには

多額の費用がかかってくるので、今後検討していく課題だということで伺ってお

ります。 

 

 ありがとうございます。 

 

 よろしいでしょうか。他にどなたかございますか。実際に家庭で案３でどれく

らいアップになるのか来ている方は分かると思うのですが、どうでしょうか、月

にするとどれくらいになりますか。 

 

 補足になりますが、先ほどＢ委員さんから、一気に２５％あげてはいかがです

かというお話があったのとリンクしてくるところがあるのですが、事務局として

は案３を考えさせていただいておりました。資料の１０ページをご覧いただきた

いと思います。案３の右下の「参考 水道使用量別 料金表」というものがある
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のですが、こちらの中で一番大きく上がってくるのが、使用水量として２０㎥使

った時です。２０㎥使った時に料金が２，２００円となりまして、現行料金との

差では３０％の増となります。今回事務局が一番お願いしたいと考えているのが、

同じ１０ページの右上、現行料金表の１１㎥～２０㎥までが２８円という１㎥あ

たりの金額の部分になります。こちらの金額を、特に見直しの方では上げさせて

いただいて、先ほど説明にありました、逓増度をなるべく圧縮させていただきた

いというのは、こちらの金額のところになっております。前のページに戻ってい

ただきたいのですが、４ページ、５ページになります。４ページが「水量別件数」 

となっております。１１～２０㎥のところは累計では３４％の方が使われている、

逆に言うと１９％くらいの方は２８円から金額が上がるところを使うわけではな

いのですが、１１㎥から上の方につきましては、２８円というところ上げさせて

いただきたいというところに該当してきますので、そこのところが大きく影響し

てくるところで、全体の総収入としては１５％ちょっとの増額という形になりま

す。ここは各論の部分になりますが、使った量によって改定増の部分が大きく変

わってくるという内容になります。 

 

 細かい数字を事務局からお話ししていただきましたが、どうでしょうか。 

 この３案ですと、県下ではどれくらいの位置づけなのでしょうか。 

 

 県下では現行の料金ですと、５８中３２番目で、上が高くて下が低いという形

になりますので、３２番目のところにおります。これが料金を改定することによ

って、県の平均が２，５００円くらいになるのですが、これを若干上回ると考え

られます。２３番目が熊谷市になるのですが、そこを少し上回るかなというとこ

ろになると思います。また、先ほど会長からいくら位上がるのかという話があり

ましたが、口径が１３ｍｍですと、２か月で２０㎥使った時は税抜になっており

ますが５９０円とこれの消費税分が上がるような形になってまいります。３０㎥

を使った場合ですと、７５０円に消費税という形になります。申し訳ありません、

ちょっと大きい口径の方を見てしまいました。すいません。１３ｍｍで２０㎥で

すと、５２０円の消費税になります。３０㎥ですと、６８０円の消費税になりま

す。４０㎥になりますと、８４０円の消費税です。いずれも２か月分になります。

１ヶ月あたりですと先ほどの４０㎥ですと４２０円という金額になります。逓増

料金制ですので、使う量が増えれば増えるほど、差が開いていくという形になっ
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ております。 

 

 ありがとうございました。今説明がありましたように、２０㎥で５２０円と消

費税、３０㎥で６８０円と消費税、これくらいがアップになるのではないかとあ

りましたが、この辺についてはどうですか。Ａ委員さんどうですか。 

 

 先ほど出された数字に、基本料金がプラスされて請求額ということですよね。 

 

 基本料金を含めた金額で申し上げさせていただいております。 

 

 そうですか、ありがとうございます。 

 

もう一度言わせていただきますと、案３が、事務局の方で考えさせていただい

た金額になっておりますので、基本料金の水量が０㎥となっておりますので１㎥

のところからお金がかかるという場合の試算でございます。 

 

今の説明の確認ですが、案３の表がありますね、７ページの。 

 

 ７ページですか。 

 

 はい。水道料金の。１０ページでも大丈夫ですね、すいません。これでいきま

すと、２か月で１３口径で２０㎥使った時に５２０円プラス税ということですけ

れども、この料金表でいくとＡ委員からも質問がありましたが、基本料金を含め

た形で５２０円ということですが、この表ではどういう見方ですか。２０㎥で２，

２００円の料金になりますね。現行料金比較とかって書いてありますけど、その

上に改定案３と現行があって、どっちを見ていいかわからないですけど、基本料

金が２０口径で１，２００円、１３口径で１，０００円とありますね、どういっ

た形で５２０円となるのか。 

 

 基本料金を含めてということで申し上げさせていただきます、現行の１３ｍｍ

で２０㎥使った時が、１，６８０円になります。税抜で１，６８０円になります。

計算の仕方ですけれども、１０ページですと上の表の黄色くなっている基本料金
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のところで１，４００円、これで１０㎥含まれております。その隣に２８円とあ

りますが、この２８円に１０㎥を掛けると２８０円になります。１，４００円と

２８０円を足して１，６８０円という形になります。続きまして、その下の改定

案３になります。こちらの方が結果から申し上げますと、参考の表に入っている

料金の２，２００円がそのまま入ってきます。計算の仕方ですが、まず１３ｍｍ

の基本料金１，０００円、それと１㎥～１０㎥まで５０円ですので、こちらを計

算すると５００円となります。２０㎥までになりますので、その隣の７０円のと

ころになります。こちらが７０円×１０㎥ですので７００円。その３つを足しま

すと２，２００円になります。１，０００円、５００円、７００円を足していた

だくと２，２００円という形になります。その２，２００円と１，６８０円の差

が５２０円という形になっております。よろしいでしょうか。 

 

差ですか。 

 

 ５２０円アップするということです。 

 

 アップという意味ですね。そういうことですね。失礼しました。 

 

 ２か月で５２０円のアップです。すみませんが、これは税抜になっております

ので、それに掛ける８％になります。 

 

 他にどなたかございますか。 

 

 今の計算をもう一度、わかりやすくお願いします。 

 

 まず、現行の方になります。口径１３ｍｍこちらが基本料金がすでに１０㎥に

入っておりますので、２か月で基本料金が１，４００円。２０㎥までということ

ですので、１１㎥～２０㎥までは２８円という単価になっておりますので、２８

円に１０を掛けていただくと２８０円になります。基本料金の１，４００円とこ

ちらの２８０円を足していただくと、１，６８０円となります。その下の改定案

３の方が、基本水量が０となっておりますので、まずは基本料金の１，０００円。

それに足すことの、１㎥～１０㎥までが５０円となっておりますので、５０円×
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１０㎥でまず５００円。残り１０㎥は隣の表になります。１１㎥～２０㎥までが

７０円になっておりますので、７０円×１０㎥で７００円。１，０００円＋５０

０円＋７００円で２，２００円ということになります。その２，２００円と１，

６８０円の差額が５２０円となりますので、５２０円アップとなります。 

 

 その数字はわかります、まったくその通りなんですけれども、この表が、我々

に説明するためのものなのでしょうけど、最初の基本水量が上に１０㎥と書いて

あって下は０㎥なんですよ。これが間違いですね。ということは、１１㎥から２

０㎥までが１２０円と書けば同じ計算式ができるわけですよ。ここで０と１０で

やるから２つ数字が出てきて我々はわからなかったんです。たしかそうだったと

思うんです。数字的には全くそうなんですけれど、表現の仕方が違っている気が

したんです。現行と案が違うから同じように数字を追ってしまった。内容を見れ

ばその通りなんですけどね。 

 

 申し訳ありませんが、最後に４ページをお開きいただければと思います。こち

らが「水量別件数一覧表」になります。こちらの一番左側に０、次が１～１０と

ありますが、平成２８年の２月、３月の２か月間で０㎥だったのが件数としては

２，１３３件、１～１０㎥の間で使われた方が６，０８３件で、約８，０００件

くらいの方がこの間にいらっしゃるということです。こちらも一人世帯の方のと

ころを、特に０というのも結構件数がございましたので、今現在の現行の水量で

すと、１０㎥までが基本料金のところに含まれております。約８，２００件くら

いですかね、この方は現行料金でいくと１，４００円で賄われていると、ですか

らまったく使われていない２，１３３件の方も１，４００円負担していただいて

いるということになります。 

 

 ０㎥という方はいるんですか。水道使ってないということですか。 

 

 空き家とかでないのですか。 

 

 空き家というかですね、最近多いのは高齢者の一人暮らしの老人の方で、一時

的に施設に入られている方が結構いらっしゃるんですよね。その度に、中止とい

う形はとらずに家族の方が来た時に使うという形で、そのままという方もいらっ
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しゃいます。そういったことでこちらの方は０なんですけれども、基本料金に含

まれている水量分も合わせていただいているという状況です。ただ、もし０であ

ったとしても水道メーターがついておりますので２か月に１度検針にも伺います

し、そちらの方の管理は水道事業でさせていただいておりますので、基本料金は

基本料金という形でいただいて、１㎥から使っていただいた方に料金を、という

考え方が事務局としての案でございます。また、先ほど説明がありましたが１５

ページ、１６ページなんですが、特に１６ページですけれども、加須市と秩父市

になりますが、基本水量を入れない形で０㎥の方は基本料金だけ、使われた１㎥

から料金をいただくというような料金表になります。加須市は合併がございまし

たので、合併を機に料金の統一を図る時に、このような形にされています。秩父

市の方は２年前くらいですが、同じように審議会の中でこの様な形の料金表に変

えております。 

 

 はい、ありがとうございます。ご理解いただけましたでしょうか。他にどなた

かございますか。 

 

 時間も経過してきましたので、質問がなければ今日はこれくらいにさせていた

だいて、採決は次回の時に行いたいと思いますので、各自今の案について見てい

ただいて、何か次回の時に質問等ありましたらお願いしたいと思いますので、今

日は採決はさせていただきませんので、よろしくお願いいたします。よろしいで

しょうか。 

 

 

続いて、「議題３ その他」について事務局から説明をお願いいたします。 

【 次回の審議会を６月２８日に決定 】 

 

 

他に何かございますか。 

それでは、以上をもちまして本日の議事を終了させていただきます。 

委員のみなさまのご協力に感謝申し上げます。ありがとうございました。 

 

 本日お配りいたしました資料についてはお持ち帰りいただいて、ご不明な点な
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 ど出てきましたら、その都度承りますので、ご遠慮なく企業経営課までご連絡い

ただければと思います。 

                                 以上 

 


